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【参考事例】 

神奈川県相模原市の児童虐待防止ネットワーク 

 

１．相模原市の概要 

１）人口：620,599 人(平成 16 年４月 1 日現在)  

２）出生数(率)：6,068 人（平成 15 年） 

  ３）0 歳から 18 歳までの児童数(平成 16 年 1 月 1 日現在) 

    0～4 歳 30,360 人 

    5～9 歳 30,183 人 

   10～14 歳 28,660 人 

   15～19 歳 30,773 人 

  ４）市の特徴：北東側を東京都に接する神奈川県北部に位置し、優れた技術集積によ

り次世代産業を担う内陸工業都市として発展を続けている。 

 

２．相模原市児童虐待防止ネットワーク設立理由と時期 

平成 12 年の虐待防止法成立以降、児童虐待防止ネットワークの設置について検討し

ていたところ、虐待死亡事件が発生。これを契機に「児童虐待防止ネットワーク」

が平成 13 年 5 月に発足した。 

 

３．相模原市のネットワークの特徴 

   子育て支援課、福祉事務所、保健所が連携して中核機関の役割を担っている。保健

所では、乳幼児について独自に作成したチェックリストを基にケースの重症度の評

価を行いランク分けした上で初期対応に当たる。ケースの進行管理においても、市

ネットワークで独自に作成した各機関共通のツールである支援評価シートを活用し

て対応にあたっている。 

 

４．ネットワークのシステム 

１）組織 

   児童虐待防止ネットワークは「児童虐待防止協議会」と「児童虐待防止連絡会議」

によって構成される。 

２）構成メンバー 

   ①｢児童虐待防止協議会｣は相模原市（保健福祉部長、保健所長、学校教育部長）と

児童相談所、児童養護施設、民生・児童委員、医師、歯科医師、保育園、弁護士、

人権擁護委員、警察署、幼稚園、小・中学校などの市内の関係機関・団体から推

薦された者で構成されている。 

②「児童虐待防止連絡会議」には、「全体会議」と「ケース会議」が設置され、全体

会議は、保健福祉、教育、消防などにおける市の関係機関の長と児童相談所指導

課長で構成されている。ケース会議は、個別ケースの関係機関の担当者で構成さ

れている。 
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３）活動内容 

①「児童虐待防止協議会」 

年 2 回程度開催し、児童虐待への取り組みに関する情報交換、協議、連携等を所

掌する。 

②｢児童虐待防止連絡会議｣（全体会議） 

年 3 回程度開催し、児童虐待防止対策事業の方向性の検討や、庁内関係機関のス

ムーズな連携などについての事項を所掌する。 

③｢児童虐待防止連絡会議｣（ケース会議） 

個々の事例に対する情報の共有、具体的な対処方法や役割分担を検討する。また

随時のケース会議以外にも、新規ケースの報告、終結ケースの検討などを行う「ケ

ース確認会議」を月 1 回開催。全ケースについて対応方法の確認を行う「定例ケ

ース会議」を年 2 回開催。児童相談所と連携して対応しているケースについて対

応方法の確認を行う「児童相談所との定例ケース会議」を年 1回開催。 

④「事務担当者会議」 

ネットワーク運営上の事務的な課題などについて、各機関の担当者で検討する「事

務担当者会議」を月 1回開催。 

 

５．ネットワークの効果 

① 関係機関を超えての情報共有が可能となり、早期に効果的な対応が可能になった。 

② 複数の機関、複数の職種の幅広い視点で、対応方法を検討できるようになった。 

③ 全体会議で関係各課の課長にネットワークの動きを報告し、承認を受けているため、

メンバーが課を超えて活動しやすくなっている。 

④ 定期的に児童虐待を担当している職員が集まることで課題の共有や検討ができるよ

うになり、職員のスキルアップや独自の取り組みなどにつながっている。 
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